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約
束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●

対
象
業
種
　

①
物
品
関
係
（
物
品
の
購
入
、
修

繕
、
製
造
、
賃
貸
借
な
ど
）

②
建
設
工
事
、
測
量
お
よ
び
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
委

託
、
維
持
管
理
等
業
務
委
託

●

資
格
有
効
期
間

①
物
品
関
係
（
追
加
）

　
平
成
29
年
４
月
１
日
〜

平
成
30
年
３
月
31
日（
12
か
月
）

②
建
設
工
事
、
測
量
お
よ
び
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
委
託
、

維
持
管
理
等
業
務
委
託
（
定
期
）

　
平
成
29
年
４
月
１
日
〜

平
成
31
年
３
月
31
日（
24
か
月
）

●

受
付
期
間
　
12
月
１
日（
木
）〜

平
成
29
年
１
月
11
日（
水
）必
着

※
期
間
終
了
後
の
申
請
は
不
可

●

申
請
書
類
　
業
種
に
よ
っ
て
必

　
要
書
類
が
異
な
り
ま
す
。市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
契
約
監
理
課

に
備
え
付
け
の
要
領
を
確
認
の

う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●

申
請
・
問
合
先
　
契
約
監
理
課
契

　
約
監
理
係
（
　
☎
㉓
２
１
７
６
）

　
確
定
申
告
で
は
、
身
体
障
害
者

手
帳
や
療
育
手
帳
を
持
た
な
い
人

も
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
す
れ
ば
、

税
法
上
の
『
障
害
者
控
除
』
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
の
土
地
・
家
屋
・
償
却
資

産
の
所
有
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ

ま
す
。
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
解

体
し
た
場
合
は
、
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
特
に
、
解
体
の
届
け

出
は
、
誤
っ
た
課
税
を
防
ぐ
た
め

の
重
要
な
情
報
に
な
り
ま
す
。

●

届
け
出
方
法

▽
新
築
・
増
築
　
電
　
話

▽
解
体
　
解
体
届
出
書
を
提
出

※
解
体
届
出
書
は
、
税
務
課
に
備

え
付
け
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

●

届
け
出
期
限
　
12
月
９
日
（
金
）

●

届
け
出
・
問
合
先  

税
務
課
固
定

資
産
税
係
（
　
☎
㉓
２
１
４
９
）

　
市
が
行
う
入
札
（
見
積
り
）
に

参
加
す
る
た
め
に
は
、『
指
名
を
受

け
る
資
格
を
有
す
る
業
者
』
と
し

て
の
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。
今

回
、
平
成
29
年
４
月
以
降
の
登
録

の
た
め
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
こ
の
登
録
は
参
加
指
名
を

有
資
格
業
者
登
録
申
請

（
指
名
願
）
の
受
付

お
知
ら
せ

障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
で
税
負
担
の
軽
減

●

対
象
者

▽
65
歳
以
上
で
、
12
月
31
日
現
在
、

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
２

以
上
の
人
の
う
ち
、
次
の
よ
う

に
判
定
さ
れ
て
い
る
場
合

①
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
度
が
ラ
ン
ク
Ⅱ
以
上

②
障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立

度
（
寝
た
き
り
度
）
が
ラ
ン
ク

Ａ
以
上

※
12
月
31
日
ま
で
に
申
請
し
た
人 

は
介
護
認
定
後
の
内
容
で
決
定

●

認
定
申
請
に
必
要
な
も
の

　
印
鑑
（
朱
肉
使
用
の
も
の
）

※
代
理
申
請
の
場
合
は
、
代
理
人

の
印
鑑
も
必
要
で
す
。

●

申
請
・
問
合
先
　
福
祉
課
社
会

福
祉
係
（
　
☎
㉓
２
１
５
６
）

●

日
　
時
　
11
月
25
日
（
金
）

午
後
６
時
〜
８
時

●

場
　
所
　
市
民
セ
ン
タ
ー

●

内
　
容
　
講
演
『
が
ん
と
緩
和

ケ
ア
の
関
係
』、『
緩
和
ケ
ア
病

棟
っ
て
ど
ん
な
と
こ
？
』、『
麻

薬
っ
て
怖
い
？
』

●

参
加
料
　
無
　
料

●

主
　
催
　
一
般
社
団
法
人
伊
万

　
里
・
有
田
地
区
医
師
会

●

問
合
先
　
医
療
法
人
光
仁
会
西

田
病
院 

市
民
公
開
講
座
事
務
局

（
☎
㉘
１
１
１
１
）

家
屋
の
新
築
・
増
築

・
解
体
は
届
け
出
を

緩

和

ケ

ア

市

民

公

開

講

座

期　日 受付時間 場　所

11 月 21 日（月）

午前９時〜

午後１時

東山代公民館

11 月 24 日（木） 黒川公民館

11 月 25 日（金） 波多津公民館

11 月 28 日（月） 南波多公民館

11 月 30 日（水） 松浦公民館

12 月２日（金） 市役所玄関前

井戸水の水質検査を受け付けます

検査項目 検査料金 備　考

基本 11 項目（必須） 4,320 円
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素
など飲用に必要とされる検査項目

追

加

項

目

鉄 1,080 円

基本 11 項目に追加して検査す
ることができます（追加項目の
みの検査はできません）。

マンガン 1,080 円
ヒ　素 1,080 円

六価クロム 1,080 円
水　銀 1,620 円

《検査項目と料金（税込み）》《受付会場》

● 検査方法
　当日会場で専用の検査容器を配布します。受付時間内に井戸水をくんで提出してください。
※ 検査容器を前日までに市環境課で受け取っておくこともできます。
※ ペットボトルなどでの水の持ち込みは、雑菌が入る恐れがあるため受け付けできません。
● 問合先
▷水質検査内容に関すること　西部環境調査株式会社佐賀営業所（☎⑳２０５５）
▷受付・検査容器の配布や回収に関すること　環境課生活環境係（　 ☎㉓２１４４）

井戸水の中には、一般細菌や大腸菌、金属などの有害な物質が含まれている場合があります。
井戸水を飲用水として使用している人は、安全かどうかを確認するため、この機会に検査を
受けましょう。この検査は、年に１回行うよう国の要領で定められています。
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▽
紙
芝
居
上
演

　
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
防
止
啓
発
紙
芝
居

『
す
て
き
な
関
係
っ
て
?!
』

▽
講
　
演

　
演
題  

『
生
き
て
！
生
き
て
！

生
き
ま
く
れ
！
〜
与
え
ら
れ
た

命
、
ち
ゃ
ん
と
燃
や
し
続
け
よ

う
！
〜
』

　
講
師
　
柴
田
真し

ん

佑す
け

さ
ん
（
大
分

県
佐
伯
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

▽
コ
ン
サ
ー
ト

　
出
演
　
社
会
福
祉
法
人
Ｊ
Ｏ
Ｙ

　
明
日
へ
の
息
吹
　
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
Ｊ
Ｏ
Ｙ
倶く

楽ら

部ぶ

　
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

●

入
場
料
　
無
　
料

●

問
合
先
　
人
権
・
同
和
対
策
課

人
権
・
同
和
対
策
係

（
　
☎
㉓
２
１
９
０
）

●

受
付
内
容
　

▽
家
庭
内
や
近
隣
と
の
も
め
ご
と
、

女
性
や
子
ど
も
、
高
齢
者
へ
の

虐
待
、
差
別
な
ど
の
人
権
問
題

▽
相
続
や
不
動
産
、
借
地
借
家
、

金
銭
貸
借
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

●

日
　
時
　
12
月
７
日
（
水
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

●

場
　
所
　
南
波
多
公
民
館

●

担
　
当
　
人
権
擁
護
委
員 

岩
永

孝
雄
さ
ん
、
福
園
理
恵
子
さ
ん

　
県
民
手
帳
は
、
手
帳
と
し
て
の

機
能
の
ほ
か
、
県
内
市
町
の
イ
ベ

ン
ト
や
官
公
庁
の
所
在
地
な
ど
、

仕
事
や
暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報
が

充
実
し
て
い
ま
す
。

●

サ
イ
ズ
・
カ
バ
ー
色
・
価
格（
税
込
）

▽
Ａ
５
版
（
21
㌢
×
14
・
７
㌢
）

　
紺
色
・
ワ
イ
ン
色  

１
３
０
０
円

▽
大
型
（
15
・
４
㌢
×
８
・
８
㌢
）

　
茶
色
・
ワ
イ
ン
色
　
７
０
０
円

▽
小
型
（
11
・
８
㌢
×
７
㌢
）

　
茶
色
・
ワ
イ
ン
色
　
５
５
０
円

●

販
売
場
所

　
情
報
広
報
課
市
民
サ
ー
ビ
ス
係
、

各
町
・
地
区
公
民
館 

な
ど

●

問
合
先  

情
報
広
報
課
市
民
サ
ー

　
ビ
ス
係
（
　
☎
㉓
２
１
３
３
）

●

日
　
時
　
12
月
９
日
（
金
）

　
　 

午
後
１
時
20
分

●

場
　
所
　
市
民
セ
ン
タ
ー

●

内
　
容

▽
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
演
奏
（
至
誠
龍

神
太
鼓
）

▽
人
権
に
関
す
る
意
見
発
表
（
伊

万
里
農
林
高
校
生
徒
）

●

問
合
先
　
佐
賀
地
方
法
務
局
伊

　
万
里
支
局
（
☎
㉓
２
４
９
２
）

　
12
月
１
日
（
木
）
に
開
催
す
る

『
山
ン
寺
さ
ん
祭
り
』
の
無
料
シ
ャ

ト
ル
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

●

運
行
区
間
　
Ｊ
Ｒ
伊
万
里
駅
〜

山
ン
寺
（
途
中
下
車
も
可
）

●

発
車
場
所
・
時
刻

◆
往
路

　
Ｊ
Ｒ
伊
万
里
駅
前
　
午
前
９
時

※
東
山
代
町
大
久
保
経
由
と
山
代

町
浦
ノ
崎
経
由
の
２
本
運
行

◆
復
路

▽
山
ン
寺
　
午
後
１
時
30
分

※
往
路
・
復
路
と
も
に
数
か
所
の
停

留
所
を
経
由
し
ま
す
。
場
所
や
時

刻
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●

問
合
先
　
松
浦
党
山
之
寺
史
跡

　
顕
彰
会
事
務
局
・
金
子

（
☎
㉘
２
５
６
２
）

●

日
　
時
　
11
月
26
日
（
土
）・
27

日
（
日
）
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●

場
　
所

　
前
田
家
住
宅
（
西
円
蔵
寺
）

●

内
　
容

　
紅
葉
の
観
賞
、
呈
茶
、
和
花
展

●

入
場
料
　
無
　
料

●

問
合
先
　
中
島（
☎
㉓
５
６
４
３
）

お
知
ら
せ

前
田
家
住
宅
に
紅
葉

を
観み

に
行
こ
う
よ
う

山
ン
寺
さ
ん
祭
り

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
運
行

ハ
ー
ト
フ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム

２
０
１
６
in
伊
万
里

無
料
特
設
人
権
相
談

平
成
29
年
版
『
さ
が

県
民
手
帳
』
の
販
売

農業士・青年農業士を紹介します

氏　名 地　区 栽培作物

坂本　国重 黒川町 きゅうり、水稲

市丸　初美 波多津町 花苗、ブロイラー

堀田　貴子 南波多町 梨、水稲

前田　尚充 南波多町 梨、すもも、水稲

田口敬一郎 大川町 肥育牛、水稲

中山　一徳 大川町 梨、きゅうり、水稲

宮本　啓子 大川町 いちご、梨、水稲

金子　順一 山代町 水稲、キウイフルーツ、すもも、露地みかん

氏　名 地　区 栽培作物

木須　栄作 牧島地区 水稲、麦、花
か

卉
き

下平　友和 南波多町 梨、ぶどう、水稲

大久保秀俊 大川町 肥育牛、水稲、麦、大豆

丸尾　純一 大川町 肥育牛、アスパラガス、水稲

農業士・青年農業士は、農業や農村の持続的な発展に向けて、次世代の農業の担い手の確保・育成を図るため、
県知事の認定を受けて活躍しています。農業のことで困ったことなどがある人は、気軽に相談してみませんか。

● 農業士
農業技術や経営能力が優れ、豊富な知識と経験を生かして農
業・農村の活性化などに意欲的に取り組む農業者です。新規
就農者や青年・女性農業者など農業の担い手の活動支援を
行っています。

● 青年農業士
将来の地域農業のリーダーとして活躍が期待される
若手農業者です。

● 問合先　農業振興課農政企画係（　 ☎㉓２５５７）
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